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　　中央区消費者相談の概要（平成19年度）

　　　☎ 消費生活に関するご相談は
　　　　　３５４３－００８４ へ
　　　　　（平日 午前９時～午後４時）

商品・役務（サービス）別相談件数　【総数１，723件】
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裁判員制度が始まります！！ 

ー もしも選ばれたら ー

裁判員制度は、国民の中から選ばれた６人の裁判員が刑事裁判に

参加し、３人の裁判官とともに被告人が有罪かどうか、有罪の場合、

どのような刑にするかを決める制度です。 

 「国民の司法参加」を実現する制度で､地方裁判所のすべての本庁

と一部の地方裁判所支部で平成 21 年 5 月 21 日にスタートします。 

 

どのような事件に参加するの？（代表的な例） 

 ①殺人 →人を殺した場合 

 ②強盗致死傷→強盗が、人を死亡、あるいはケガをさせた場合 

 ③危険運転致死 →自動車を運転して人をひき、死亡させた場合 

 ④現住建造物等放火 →人が住んでいる家に放火した場合 

 ⑤身代金目的誘拐 →身代金を取る目的で、人を誘拐した場合 

 ⑥保護責任者遺棄致死 →子供に食事を与えず、放置して、死亡

させた場合 

どのように裁判員は選ばれるの？ 

 前年の秋頃  翌年の裁判員候補者名簿の作成（選挙管理委員会 

が選挙権のある人の中から「くじ」で選ぶ） 

 前年１２月頃 候補者名簿に記載されたことを候補者に通知  

 事件が発生  候補者名簿から「くじ」で裁判員候補者を選任 

 裁判の６週間前まで                    

選任手続期日のお知らせ＝呼出状・質問票が送付 

 裁判所で選任手続が実施され、裁判員を選任 

        裁判員６人、補充裁判員（裁判途中で裁判員が不

足に備えて選ぶこともある） 

 

 

 

 

Ｑ１ どんな仕事？ 

 ・裁判官と一緒に、刑事事件の審理（公判）に出席し、証拠を調

べたり証人の話を聞いたりします。       → 公開 

 ・裁判官と一緒に話し合い（評議）、有罪・無罪や刑の内容（評決）

を決めます。                 → 非公開 

 ・法定で裁判員同席の上で、裁判長が判決を宣告します。→公開 

Ｑ２ 法律の知識がないので断りたい！ 

・ 原則として辞退はできません。ただし、 

７０歳以上、学生、重い病気・親族の 

介護、養育など一定のやむを得ない理 

由があれば辞退できます。 

・ 事件関係者・不公平な裁判をするおそ 

れのある人などは選任されません。 

Ｑ３ 勤務先に仕事を休むことで不利益はありませんか？ 

 ・おおよそ３日間程度で裁判員の任務は終了します。 

・裁判員になるための必要な休みは法律で認められています。 

・会社が解雇など不利益な取扱いをする事は法律で禁止してます。 

Ｑ４ 日当や交通費は支払われますか？ 

 ・裁判員の日当額は、上限１万円、裁判員候補者は８千円以内、 

で源泉徴収はされません。交通費も支払われます、宿泊費用は

自宅が裁判所から遠い場合に支払われます。 

Ｑ５ 守秘義務って？ 

 ・話し合った内容（評議）、裁判員の仕事をする上で知った、事件 

と関係のない個人のプライバシーなどの秘密もまもる義務の事

です。 

法務省 HP http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/index.htm 
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「振り込め詐欺救済法」ができました 

振り込め詐欺の手口がますます巧妙化し、被害が増大しています。 

これまでは、加害者が分かっている場合のみ裁判で取り戻す方法が

ありました。しかし、現実は加害者が分からない場合がほとんどで

被害者の救済はできませんでした。 

そこで、被害金返還の新ルールを定めた、正式には「犯罪利用預

金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法

律」が平成２０年６月２１日に施行されました。 

 

             

 

 

              

 

              

             

 

 
 

Ｑ 振り込んだ金額が全部戻る？ 

    被害回復分配金の支払額は、凍結口座の残高に総被害額に

対する各被害者の被害額の割合に乗じた金額です。被害額そ

のものが支払われるわけではありません。 

Ｑ 手続きはどうするの？ 

    振り込んだ相手先の銀行が手続きをします。 

この法律で返還してもらうには一刻も早く口座凍結をすることで

す。被害に遭ったら、警察と金融機関にすぐに連絡しましょう！ 

被害発生 

被害者や警察が金融機関に通報 

金融機関が詐欺に使われた口座を凍結 

預金保険機構が凍結口座名をホームページに掲載 

口座ごとの被害者数などを確認 

被害金額に応じ、口座の残高を被害者に配分 

約２ヶ月

約１ヶ月 

振り込め詐欺①還付するって本当？

自宅に区役所の健康保険課○○と名乗り「健康保険料が

払いすぎているので期限切れ前に返金したい」と電話があ

った。「本当に期限切れにならなくて良かったですね、４７，

８００円返金します」と親切そうに説明してくれた。通帳の番号を

聞かれたが、妻に聞かないとわからないと答えた。帰宅した妻に話

したら、詐欺だという。返金してくれるのに詐欺のわけがない。 

（７０代男性） 

最近は、手口が巧妙化し、区役所や社会保険庁、税務署

電力会社、水道局などの職員を装い、医療費や年金、税金、

公共料金などの「過払い分を返還する」と電話をかけてき

ます。そして、還付金を支払うためといってキャッシュカードと通

帳、携帯電話を持って ATM（現金自動支払機）に誘導し、指定電

話番号に電話をかけさせます。すると言葉巧みに ATM の操作を指

示し、言われるがままに操作をしていると、犯人の口座に自分の口

座からお金を振り込んでしまいます。行政などが還付する場合、電

話では連絡しませんので、パニックにならず、「お金を払わない」

で家族に相談するなど冷静に対応しましょう。 

相談者の場合、妻に話したことで被害に遭わずにすみました。 

 
＊ATM 機を利用しての振り込め詐欺が減らないことから、金融機関でも
様々な対策をしています。最近では、ATM 機の周囲で携帯電話が利用で
きないようにしたり、操作画面や音声で警告している金融機関もあります。 

Ａ

Ｑ

� �



振り込め詐欺①還付するって本当？

自宅に区役所の健康保険課○○と名乗り「健康保険料が

払いすぎているので期限切れ前に返金したい」と電話があ

った。「本当に期限切れにならなくて良かったですね、４７，

８００円返金します」と親切そうに説明してくれた。通帳の番号を

聞かれたが、妻に聞かないとわからないと答えた。帰宅した妻に話

したら、詐欺だという。返金してくれるのに詐欺のわけがない。 

（７０代男性） 

最近は、手口が巧妙化し、区役所や社会保険庁、税務署

電力会社、水道局などの職員を装い、医療費や年金、税金、

公共料金などの「過払い分を返還する」と電話をかけてき

ます。そして、還付金を支払うためといってキャッシュカードと通

帳、携帯電話を持って ATM（現金自動支払機）に誘導し、指定電

話番号に電話をかけさせます。すると言葉巧みに ATM の操作を指

示し、言われるがままに操作をしていると、犯人の口座に自分の口

座からお金を振り込んでしまいます。行政などが還付する場合、電

話では連絡しませんので、パニックにならず、「お金を払わない」

で家族に相談するなど冷静に対応しましょう。 

相談者の場合、妻に話したことで被害に遭わずにすみました。 

 
＊ATM 機を利用しての振り込め詐欺が減らないことから、金融機関でも
様々な対策をしています。最近では、ATM 機の周囲で携帯電話が利用で
きないようにしたり、操作画面や音声で警告している金融機関もあります。 

Ａ

Ｑ

� �



振り込め詐欺 ② 

「貸しますよ」は大ウソ！

ダイレクトメールに「今すぐ融資、保証人不要、低金利」

とあったので問い合わせの電話を入れたところ、３００万

円の融資が可能と言われた。住所や勤務先など答え一旦電

話をきった後、融資のＯＫはとれたが初めての取引なので保証金を

振り込んで欲しいと電話が来たので、指定銀行に２０万円を振り込

んだ。 

入金確認後すぐに融資してくれる約束だったが振込がなかった。問

い合わせをすると、保険の登録費が必要と言われ、さらに、３０万

円を振り込んだ。それでも融資がされず、今度は前利息として４５

万円を要求されたが、もう払えない。       （５０代男性） 

    
資金繰りに困っている個人事業主や零細企業主、数カ所か

ら借金をして返済に困っている多重債務者を狙う「貸しま

す詐欺」が後を絶ちません。 

ダイレクトメール、ＦＡＸなどで、簡単、低金利、即融資などと

お金に困っている人の注意を引き、問い合わせ電話には親切・丁寧・

迅速・信頼性をアピールします。が、最初から「だます」ことを目

的としており、すべてが虚偽です。 

また、問い合わせただけなのに勝手に少額融資し、法外な高金利

を要求する手口もあります。個人情報は安易に伝えないことです。 

Ｑ 

Ａ 
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業務提供勧誘販売（クーリング・オフ２０日）

連鎖販売取引（クーリング・オフ２０日）

電話勧誘販売（クーリング・オフ８日）

通信販売（クーリング・オフなし）

訪問販売（クーリング・オフ８日）

特定継続的役務（クーリング・オフ８日）

ＴＶショッピング
インターネットショッピング
カタログ通販・チラシ・他

資格商法
国家資格・民間資格他

受講すれば簡単に資格がとれそうな
説明をし、高額な教材を契約させる

自宅に訪問し、不必要な商品を
強引に売りつける

閉め切った会場で日用品を無料で配り得し
た気分にする。興奮状態の中で最後に高額
な商品を売りつける

アポイントメントセールス
アクセサリー・会員券・
ＣＤ－ＲＯＭ他

販売目的を隠し、電話で呼び出す
有利と思わせて、高額な商品を契約

　 キャッチセールス
化粧品・エステ・美顔器・
絵画他

新聞・布団・
シロアリ駆除他

羽毛布団・電気治療器・健康食品他

路上でアンケートと言って呼び止め
サロンや事務所に連れて行く

内職・モニター商法
パソコン作業・チラシ配り・宛名書き他
サイドビジネスで収入になると持ちかける
高額な教材を買わせるが、収入にならない

知人に誘われて説明会に行く。成功話を聞かせ、
洗脳状態にして契約。人を誘うと報酬が入るは
ずが、うまくいかず信用をなくす

マルチ商法（ネットワークビジネス）
健康食品・化粧品・ファックス
浄水器・磁気ネックレス他

家庭訪問販売 ＳＦ商法

指定役務    指定期間　 指定金額

エステティック
サロン
外 国 語
会 話 教 室

１カ月を
超える

５万円を
超える 20,000円

15,000円

20,000円
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五万円又は契約残額の百分の二十
に相当する額のいずれか低い額
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五万円又は当該特定継続的役務提
供契約における一月分の役務の対
価に相当する額のいずれか低い額

二万円又は当該特定継続的役務提
供契約における一月分の役務の対
価に相当する額のいずれか低い額



� �0

特

定

商

取

引

法

業務提供勧誘販売（クーリング・オフ２０日）

連鎖販売取引（クーリング・オフ２０日）

電話勧誘販売（クーリング・オフ８日）

通信販売（クーリング・オフなし）

訪問販売（クーリング・オフ８日）

特定継続的役務（クーリング・オフ８日）

ＴＶショッピング
インターネットショッピング
カタログ通販・チラシ・他

資格商法
国家資格・民間資格他

受講すれば簡単に資格がとれそうな
説明をし、高額な教材を契約させる

自宅に訪問し、不必要な商品を
強引に売りつける

閉め切った会場で日用品を無料で配り得し
た気分にする。興奮状態の中で最後に高額
な商品を売りつける

アポイントメントセールス
アクセサリー・会員券・
ＣＤ－ＲＯＭ他

販売目的を隠し、電話で呼び出す
有利と思わせて、高額な商品を契約

　 キャッチセールス
化粧品・エステ・美顔器・
絵画他

新聞・布団・
シロアリ駆除他

羽毛布団・電気治療器・健康食品他

路上でアンケートと言って呼び止め
サロンや事務所に連れて行く

内職・モニター商法
パソコン作業・チラシ配り・宛名書き他
サイドビジネスで収入になると持ちかける
高額な教材を買わせるが、収入にならない

知人に誘われて説明会に行く。成功話を聞かせ、
洗脳状態にして契約。人を誘うと報酬が入るは
ずが、うまくいかず信用をなくす

マルチ商法（ネットワークビジネス）
健康食品・化粧品・ファックス
浄水器・磁気ネックレス他

家庭訪問販売 ＳＦ商法

指定役務    指定期間　 指定金額

エステティック
サロン
外 国 語
会 話 教 室

１カ月を
超える

５万円を
超える 20,000円

15,000円

20,000円

11,000円

15,000円

30,000円

２カ月を
超える

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

家 庭 教 師

学　習　塾

パ ソ コ ン
教 室
結 婚 相 手
紹介サービス

損害賠償・違約金の上限額
役務提供開始前 役務提供開始後

二万円又は契約残額の百分の十に
相当する額のいずれか低い額

五万円又は契約残額の百分の二十
に相当する額のいずれか低い額
二万円又は契約残額の百分の二十
に相当する額のいずれか低い額

五万円又は契約残額の百分の二十
に相当する額のいずれか低い額

五万円又は当該特定継続的役務提
供契約における一月分の役務の対
価に相当する額のいずれか低い額

二万円又は当該特定継続的役務提
供契約における一月分の役務の対
価に相当する額のいずれか低い額



�� ��



�� ��



タダにつられて、催眠商法！！ 

路上で商品の無料引換券を渡されて、すぐそばにある会

場へ行くようにと言われた。その会場では楽しく笑わせな

がら次々と日用品や食料品が無料で配られた。何だかもら

わないと損をするような気持ちになり、元気よく手を上げ続けた。

最後に磁気マットレスを勧められて、「腰痛が治る、血圧が下がる、

今日だけ特別に 4 割引にする」と言われ、４０万円と高額だったが

断り切れなくなって契約した。1 ヶ月使ってみたけれど、腰痛も治

らず、血圧も変わらない。主治医に聞いたら、ありえないと言われ

た。今からでも何とか解約したい。        （７０代女性） 

閉め切られた会場で、勢いに呑まれて契約したものの、

自宅に戻ってから後悔することが多いようです。時間的に

余裕のある高齢者がターゲットにされています。病気が治るという

説明は、客観的な根拠を示すことができなければ、虚偽説明となり

ます。このケースでは、8 日間のクーリング・オフ期間は過ぎてい

ましたが、契約時のセールストークの問題点を書面にて申し出て、

交渉を重ねました。その結果、販社責任者は説明の落ち度を認め、

商品の返送料のみ負担で合意解約となりました。 

Ｑ 

Ａ 

悪質商法に狙われる“高齢者の特徴” 
  

① 昼間、家に一人でいることが多く、訪問販売を受けやすい。 

② 人を信じやすく、優しい言葉や親切な態度にだまされやすく、 

強く勧められると断れない。 

③ 健康や家の耐久性など、日ごろ不安に 

感じていることに付け込まれやすい。 

④ 誰とも相談せず、また相談できずに契 

約し、だまされたことに気づきにくい。 

⑤ 被害に気づいても、自己の責任と感じ、 

人に相談ができない。また、あきらめてしまうことが多い。 

⑥ 認知症など判断能力の低下した高齢者が、被害にあいやすい。 

 

 

高齢者の孤独感や不安感に付け込んで接近し、 

次々と「カモ」にする悪質業者もいます。 

高齢者と日常的に接している身近な方々が、まず変化に 

気づき相談機関につなぐことが重要です。 

 

 

＜おかしい？？と気づいたら＞ 

◆ 中央区内の「おとしより相談センター」 

京 橋 明石町１－６    ℡０３－３５４５－１１０７ 

日本橋 日本橋小伝馬町５－１℡０３－３６６５－３５４７ 

月 島 月島４－１－１   ℡０３－３５３１－１００５ 

◆ 東京都消費生活総合センター 

「高齢者被害１１０番」→ 高齢者や家族からの相談専用 

℡０３－３２３５－３３６６（月～金曜：９時～１６時） 

「高齢消費者見守りホットライン」→ ヘルパー・ケアマネー 

ジャー・民生委員さんからの被害通報や問い合わせ 

℡０３－３２３５－１３３４（月～金曜：９時～１７時） 
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本当に必要なの？ 

耐震リフォーム工事 

「区役所から耐震診断に参りました」と作業服の二人組

の男性が、訪問して来た。「中越地震や岩手宮城内陸地震以

上の地震が東京にいつ来てもおかしくない。この地域の防

災チェックをしています」と言いながらどんどん家の中に入り込ん

できた。床下と屋根裏を見てまわって「土台には亀裂があり、柱や

すじかいが細くて震度５程度で倒れてしまう」と補強材や補助具の

設置など耐震リフォーム工事を強引に勧めてきた。築５０年も経っ

ているので心配になって、６２０万円と高額だが言われるままに契

約してしまった。その晩考えたら、本当にこの工事が必要なのか、

不安になったので解約をしたい。         （７０代女性） 

区役所や消防署の名を使って訪問し、不安をあおったり、

もっともらしい説明をして、高額な契約をさせるという詐

欺的な手口です。高齢者の世帯や一人暮らしの方の被害が後を絶ち

ません。区役所では耐震に関する相談を受けていますが、突然に戸

別訪問をしたり、何か契約をさせるようなことはありません。 

 この相談者は、離れて暮らす娘さんに相談したことから、クーリ

ング・オフ（P１１）を申し出て、無条件で契約解除されました。 

Ｑ 

Ａ 

「損はさせない」はウソ 

ロコ・ロンドン金取引の罠

１年前、「１日 1800 円の配当がつく」と何回も自宅に

電話があった。説明に来た男性は紳士的で親切に話し相手

になってくれたので信用できると思い 300 万円を預けた。 

その後は「金が下がっているので買った方がよい、今が底値」と

言われたが良くわからなかった。損が出ないようにすると言われ２

回ほど合計 200 万円の追加のお金を渡した。２ヶ月前、急にお金

が必要になり預けておいた 500 万円を返金してくれと言ったら、

210 万円しか返金できないと言う。「損は絶対させない」と言って

いたのにおかしい。              （７０代女性） 

ロコ・ロンドン金取引「ロンドン市場で受け渡しをする

金の現物取引」ですが、顧客から保証金を預かり、金のや

り取りをしないまま、保証金の何十倍もの価格で海外相場

等に投資しているのが実態。「失敗しないで必ず儲かる」と虚偽のセ

ールストークを使い、電話勧誘や、訪ねて来て巧みに契約させる詐

欺商法が急増しています。平成１９年７月には特定商取引法で海外

商品先物オプション（ロコ・ロンドン取引を含む）等の仲介サービ

スも訪問販売・電話勧誘販売の場合クーリング・オフができること

になりました。 

相談者の場合、１年以上経過していたため弁護士に依頼して返金

請求することになりました。 

Ｑ 

Ａ 
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友人に勧められた健康ドリンク 

マルチ商法！ネズミ講？ 

Ｑ

Ａ

１年前、飲み続けていれば年金のように毎月収入が得ら

れると説明され１口２５万円で４口（100万円）加入し

た。その時、１口１万円の健康ドリンクを買うことが条件

だった。毎月4万円の健康ドリンクは飲みきれず、友人を紹介すると

きの試飲用に使った。１年間でやっと２人紹介し紹介料２万円をもら

った。しかし、その後は紹介できない。それでも毎月４万円の商品を

購入しなければならない。高額な健康ドリンクの効果にも疑問がある。

ネズミ講のシステムに似ているので不安。      （６０代女性） 

 

 

 

 

 

マルチ商法とは連鎖販売取引のこと

で、組織に入るために登録料や高額な商

品購入をします。ネットワークビジネ

スとかコミュニケーションビジネスと言われ、

紹介した人が商品を買うとバックマージンが入る

システムです。近年、中高年者を狙い年金のように

収入があるかのように誘う手口が見受けられます。

クーリング・オフ期間は２０日間ですが、健康食品

や化粧品など消耗品は使用するとクーリング・オフ

ができなくなります。また、２０日間が過ぎても、

商品が未使用で９０日を過ぎていなければ解約できます。 

ネズミ講はピラミッド型の組織は似ていますが『利殖のみが目的』

で、無限連鎖講防止法で禁止されています。 

マルチ商法のしくみ 

マルチのピラミッド図

※上記のように１人が３人ずつ会員を集めると、１８代目までで 

１２９，１４０，１６３人となり、日本の人口を超えてしまいます。 

インターネットマルチの相談例 

若者がターゲット 

友人から「来年オープンするビジネスで、ＩＴソフトを扱い

バーチャル空間で土地の売買や賃貸をすることで利益が上が

る」と誘われている。ネットで利用するソフトを購入し代理店

になると、利益の70％の配当金が受け取れる。紹介の代理店

が増えれば紹介料も入る。海外の有名財団や日本の有名企業も

出資しているし参加もしていると説明を受けた。40万円なら

支払えるので仕事の合間にやってみたい。 

アドバイス・・特定商取引法の連鎖販売取引として法律を守

って事業展開していると思わせていますが、実態はインチキ投

資話の可能性があります。軽い気持ちで組織に入り込むと洗脳

されて、正常な判断ができなくなります。 近づくのはやめま

しょう。 
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Ｑ

Ａ
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照明器具も点検を 

要注意！！経年劣化 

 新築建売住宅を購入して１１年。２年前に寝室の照明器

具が壊れ、３万円をかけて修理をした。今度は居間の照明

器具が壊れた。２年前に壊れた機種と同じメーカーだった

ので連絡をしたら、すでに生産を中止している機種なので新機種と

交換をするよう言われた。欠陥商品の可能性があるのに有償交換に

納得がいかない。               （６０代男性） 

 照明器具にも寿命があります。使用時間、使用場所、管

理状況によっても異なりますが、経済産業省では「１０年

を過ぎたら注意を！寿命が来たら交換を！」と呼びかけて

います。絶縁体やコンデンサーが古くなった事が原因で、発煙事故

が発生しています。 

   ・ スイッチを入れても時々点灯しない 

・ プラグ・コードなどが異常に熱い 

・ 照明が徐々に暗くなってきた 

この様な症状が出てきたら経年劣化を疑って、火災事故にならない

よう、他の家電製品同様に点検を心がけましょう！ 

★点検や注意を促している家電製品の一例 

 テレビ・扇風機・洗濯機・電子レンジ・冷蔵庫・エアコン他 

経済産業省、製品安全ガイドhttp://www.meti.go.jp/product_safety/index.html 

Ｑ 

Ａ 
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コンビニ等で風邪薬や鎮痛剤が買える 
改正薬事法２００９／４施行

医薬品には効きめ（効能効果）以外にリスク（副作用など）があ

り、現在では三種類の区分があります。 

医療用医薬品 医師の処方箋が必要 

第１類 効能の強い胃腸薬・発毛剤等

第２類 風邪薬・解熱鎮痛剤など 

一般用医薬品 市販 

 

 第３類 ビタミンＢ剤・Ｃ剤など 

医薬部外品 販売規制がない 

今回の改正では、一般用医薬品の第２類、第３類は店舗に「登録

販売者」を置くことで販売が可能になります。また、今まで第３類

の医薬品の一部をネットやカタログを使った販売を認めていました

が、第３類すべてが販売できるように基準が統一されます。 

 

★ 購入者の視点に立った適切に選べる環境 

メーカー‥‥分類名を大きく医薬品の外箱に表示 

 販売店‥‥‥分類ごとに陳列し、違う分類の医薬品とまぜない 

       薬剤師・登録販売者・その他の従業員の区分をする 

★ 安全性重視 

利用者の安全性を高めるために、今まで以上に厳しい規制を第１

類に課しています。薬剤師は購入者から質問がなくても積極的に、

書面を使って副作用などの説明義務があります。また、陳列は棚越

し（オーバーザ・カウンター）としなければなりません。 

 

★ 医薬品販売の新たな専門家「登録販売者」 

都道府県で２００８年秋から試験が実施され、合格者は専門家と

して適正使用のためのアドバイスをします。なお、リスクが特に高

い第１種の販売は、薬剤師が従前どおり対応しなければなりません。 

  

健康食品の危険 
 

 

サプリメントなど健康食品を利用す

る人が増えているのに狙いをつけて、誇

大広告や医薬成分を添加した薬事法

違反の製品が出回っています。健康被

害を受ける危険性があるので、インター

ネットだけでなくチラシ等の通信販売

やマルチ商法などで入手する場合も、気

をつけましょう。左のマークは安心の目

安になりますので、健康食品を選ぶ時の

参考にしてください。 

 

ダイエットを目的として購入した製

品で、平成１７年因果関係を疑われる

死亡や健康被害が報告される事件がお

きました。本来医薬成分は添加できないは

ずなのに、甲状腺機能障害やうつ病に用い

る成分も検出されています。体がほてった

り喉が渇いたり下痢をしたら、すぐに使用を中止して診察をうけるこ

とです。公的なサイトからの情報入手をお勧めします。 

 

・東京都ホームページ「健康食品ナビ」 

(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/supply/) 

・厚生労働省「健康被害情報・無承認無許可医薬品情報」 

(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet.html) 

・国立健康・栄養研究所「健康食品の安全性・有効性情報」 

(http://hfnet.nih.go.jp/) 
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2011 年、アナログ放送終了。 

今までのテレビが見られなくなる？

２０１１年７月２４日で、現在のアナログ放送が終了します。 

代わって、デジタル放送になるので、注意点をまとめました。 

デジタル放送の特徴 

＊ 全国どこでも高画質・高音質のハイビジョン番組が見られる 

＊ 少ない周波数でもたくさんの情報が送れる。情報通信メディ

アと連携し多彩なデーター放送が加わり、サービスがアップ 

＊ 番組表の表示や双方向サービスが可能、など 

切り替えに伴うさまざまな混乱２０１１年問題 

Ⅰ どうすれば見られるの？ 

戸建住宅 アンテナ直接受信：UHF 受信用アンテナが必要 

（設置されていても状況で違うので要チェック） 

集合住宅 UHF 放送の受信装置があれば基本的に受信可能

だが、共同受信用アンテナ設置やその他変更等の

必要になる場合もある 

ケーブルテレビ受信の場合（ケーブルテレビ会社で違い有り） 

地上デジタルテレビ放送を再送信しているケー

ブルテレビは可能。 

Ⅱ テレビ本体はどうなる？ 

対応チューナーを内蔵ならＯＫ 

内蔵していない場合 

・専用受信用チューナーを取り付ける 

・専用受信 DVD プレーヤーなどでつなぐ 

Ⅲ ＮＨＫ受信料は？ → 今まで通り 

問い合わせ・相談先 

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 

電話 ０５７０－０７－０１０１ 

高額、強引、急がせる、悪質な訪問販売には、ご注意！！ 
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エステサロンが、突然閉鎖！！ 

駅でもらったフリーペーパーで格安の脱毛エステを見つ

けた。体験コースを受けて気に入ったので、脱毛コースを

契約した。脱毛の施術を 2 ヶ月毎に受けて、2 年間保証だ

という。１２回で 15 万円ならとても安くていいし、施術にも満足

していた。3 回受けて、次の予約を入れようと電話をかけたが、誰

も出なかった。直接様子を見にサロンまで行ってみたらドアに貼紙

がしてあり、閉店したと書かれていた。倒産したらしい。まだ後 9

回分が残っているので、未利用料金を返金してほしい。（30 代女性） 

 

 

    

 

近頃のエステティックサロンの価格競争には目を見張る

ものがあります。各社で安さを競い合って、そのうちに行

き詰まり、倒産や夜逃げをしてしまうというケースが頻発

しています。エステは、特定商取引法でクーリング・オフや中途契

約解除の規定があります。しかし倒産などで連絡が取れなくなった

ような場合は、契約上の権利はあっても、代金を現金払いしている

と、結局救済されないことになってしまいます。クレジットカード

の分割払いではそれ以後の支払いを一旦止めて交渉することができ

ます。ともあれ長期間の高額な契約は慎重にしましょう。 

Ｑ 

Ａ 

肌がつるつるになるの？ 

ピーリング治療

チラシ広告に「つるつるの赤ちゃんの肌が取り戻せる」

とあったので、肌のきめを細かくし、毛穴の黒ずみを取り

たいと思い出向いた。医師の施術前の説明は簡単で9000

円のトライアルを受けた。その後のカウンセラーの説明が長く３時間

も契約について説明を受けた。毎回治療費を支払う方法にしたいと言

っても聞いてもらえず、断り切れずに６回コース５６万円のクレジッ

トカード一括払いにした。冷静になって考えたらやはり高額なのでク

ーリング・オフをしたい。            （４０代女性） 

           
最近、テレビCM、フリーペーパー、折込広告などで、プ

チ整形、簡単にきれいになれる、アンチエイジングなどをア

ピールした美容整形外科の広告が目立っています。より美し

くや変身願望の期待を受けて、豊胸、しわ取り注射、シミ取り治療、

フェザーリフト、包茎手術などの医療行為が多数見受けられます。 

エステテイックサロンと酷似していますが、医療行為の為特定商取

引法の適用を受けませんのでクーリング・オフはありません。 

また、クレジットカード翌月一括払いの場合、割賦販売法の適用も

されません。（２ヶ月以上の一括払いは２０年度割賦販売法改正で適用） 

消費者契約法に違反しているかどうかが争点になり解約交渉は困

難を極めます。広告に問題がある事もあるので必ず保管しましょう。 

Ｑ 

Ａ 
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Ａ 
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英才教育の親心を狙った 

幼児用英会話教材

 電話があり「サンプルを送るだけで、販売の勧誘はしな

い」と言うので送付を了承した。しかし、その後しつこい

電話が続き断り切れずにアドバイザーの説明を聞くことに

した。２歳の子供は興味を示さなかったが、ＢＧＭ代わりに流すだ

けでも教育になると言われ幼児用英会話教材 36 万円の契約をした。

子供用と大人用のＤＶＤと本が送付されてきたので、ＤＶＤを使用

したがやはり子供は興味を示さないし、保育園に通っているので聞

いたり見たりする時間がない。解約したい。    （３０代女性） 

 親心をくすぐり、これからの子供は英語が話せて当然、

小学校でも必修科目になっているなどと勧誘し、早く始め

ると学習効果が高いと契約を急がせます。また、数年分の

必要以上の教材や豪華な教材ラック等をセットで販売されることも

あります。一方的な説明を鵜呑みにせず、自分の子供に合った教材

選びが必要です。訪問販売や電話勧誘販売の場合、特定商取引法で

規制されていますのでクーリング・オフ８日間（Ｐ１１）がありま

す。 

 相談者の場合、３ヶ月を経過していたため、話し合いで使用した

教材費を負担することで解決しました。 

Ｑ 

Ａ 

ネイルの資格を取ったけれど 

仕事がなくて 

求人折込広告を見ていたら、「ネイリスト募集、未経験で

も可」という記事があった。心引かれて、電話をしてみた

ら、まずその会社のやっているスクールで半年間の講座を

受けて資格を取らねばならないことが判明した。５０万円がかかる

と言われたが、「ネイリストになれば 1 時間で 1 万円は軽く稼げる、

ネイリストは履歴書にも書ける資格で絶対損はしない」と言われ、

契約した。講座を終了しネイリストの免状はもらったが、全然仕事

がない。説明と違うので解約したい。（２０代女性） 

「プロになれる」 「高収入になる」「講師になればずっ

と教えていける」などの巧みなセールストークで、高額な

契約をさせるという手口です。 

収入につながるはずが、当初の話と違って信販会社への支払にも

困るというケースが多発しています。この事業者は、虚偽説明で特

定商取引法に基づく業務停止命令を受けました。その後、事業者と

契約時の説明の問題点について話し合って、既払い金放棄で合意解

約となりました。 

Ｑ 

Ａ 
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ハイレベルなパートナーを求めて！

結婚相手紹介サービス

折込広告に「医師が経営する結婚情報サービス」とあっ

たので医療関係の仕事をしている娘にピッタリ！と思って

HP にアクセスをした。カウンセラーがバックアップ、サ

ポートしハイレベルな結婚を目指し親身になってアドバイスをして

くれるという。さまざまなコースがあり、海外でのお見合いや結婚

式もある。時間のない娘を入会させたいが信用できるだろうか。 

（５０代女性） 

サービス契約は、利用してみないと内容や質の善し悪し

の判断が困難なためトラブルも多く発生します。 

結婚相手紹介サービスは、期間２ヶ月を超え、契約金額

が５万円を超える契約は「特定商取引法の継続的役務」の規制を受

けます。消費者が自分から出向いて契約した場合でも、契約書面を

受け取った日から８日間はクーリング・オフにより無条件で解約が

できます。また、「利用済み代金」プラス「２万円または契約残高の

２割のいずれか低い額」を支払えばいつでも中途解約が認められて

います。（P１０）但し、契約期間が長くなるほど利用済み代金が多

額になり解約時の返金が少なくなります。 

結婚相手紹介サービスの契約は、必ず相手と出会えることを約束

した取引ではないので、過度の期待ができないのが現実です。 

Ｑ 

Ａ 

断っても断っても電話が来る 

投資用マンションの勧誘

「不動産の購入はとても有利な投資であり、年金対策に

もなる」と職場にたびたび電話が来ていたが断っていた。

あまりにも執拗なので「購入する意思がない。仕事に支障

が出ているので、電話をかけて来ないで欲しい」と伝え電話を切っ

た。すぐさま電話をかけてきて「勝手に電話を切るな。なぜ話を聞

かないんだ」と脅すような口調で言われた。今後電話がかかって来

ない様に断りたいが、どのように対応したらよいか。（４０代男性） 

 
老後の年金不安をあおり、低金利時代の投資には不動産

投資が有利、税金対策にもなるし絶対損はしないなどと一

方的にしゃべり、電話を切らせない強引な販売方法が後を

絶ちません。勤務先への電話勧誘が多く、職場での立場や雰囲気で

毅然と断りにくいことを熟知しての勧誘と思われます。 

購入意思がないなら、はっきりと断り毅然と対応するのみです。

電話の対応は、とにかく契約しないことを伝えて、手短に切りまし

ょう。宅地建物取引業法４７条の２、同法施行規則第１６条の１２、

同法通達で、威迫行為の禁止、電話による長時間勧誘その他私生活

または業務の平穏を害するような方法により困惑させるなどの行為

を禁止しています。守らない場合行政処分の対象となります。 

Ｑ 

Ａ 
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平成２１年１月５日から、上場会社の株券が電子化されることに

なりました。株券電子化により、株式の管理や取引が効率的で安全

に行なわれることを目的としています。 

株券が電子化されると、株主の権利は電子的に証券会社等の金融

機関の口座で管理され、現在の紙の株券は無効となります。この時、

株券の名義がご本人以外の名義になっていると、名義人名で「特別

口座」（上場会社が株主の権利を確保するための口座）に記録される

ので、他人名義で記録されてしまい、株主としての権利（株式価値・

配当金の受け取りなど）を失う場合があります。 

また、電子化実施後、本人名義に変更するには、相続や譲渡等の

様々な証明が必要になり、大変複雑な手続きとなります。 

必ず名義を確認し、書換を行っておきましょう。 

 

 

＜こんな方は特に注意が必要です＞ 

① 相続や贈与などで株券を取得した方 

② 手持ちの株券の会社から通知が来ない方 

③ 自宅や貸金庫などにいわゆるタンス株を管理している方 

 

＜問合せ先＞ 日本証券業協会 

株券電子化コールセンター ０３－3667-4500 

証券決済制度改革推進センターhttp://www.kessaicenter.com/ 

「株券電子化」を知っていますか？ インターネットでみつけた引越屋！

インターネットでみつけた引越し事業者に電話連絡して 

見積もりを頼んだ。格安をセールスポイントにしているだ

けのことはあって、最も安かった。ここに頼むことにして、

4 日後の引越しを申し込んだ。しかしやっぱり不安になって、前日

に引越しは取りやめることを伝えた。すると引越代金の１０％の金

額をすぐに払えと言われた。言い方がすごく不愉快だ。こんな解約

料は払う義務があるのか。（３０代男性） 

       

 

近頃、インターネットやチラシなどで、格安、○○円ポ

ッキリなどの広告から情報を得て、引越業者を決めるケー

スが多くなっています。電話だけの見積もりのため、双方

の認識に差が出て、誤解や思い込みによるトラブルがみられます。 

また引越しでは、荷物の損傷や紛失、時間通りに来なかった、作

業員の対応が悪いなどの苦情も寄せられています。 

様々な引越トラブルに対応するために「標準引越運送約款」があ

ります。消費者の都合で解約・延期をした時の手数料は、引越し前

日が見積もり運賃の１０％以内で、引越し当日は同２０％以内とさ

れています。他に解約時には、受け取っているダンボール箱の返送

費用を負担する必要があります。見積書の内容や運送約款をよく読

んでおくことが大切です。 

Ｑ 
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Ａ 
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無料サイトの落とし穴 

出会い系サイトで報酬がもらえる?!

雑誌広告を見て、携帯ネットの無料占いサイトにアクセス

した。すると、なぜか出会い系サイトから頻繁にメールが届

くようになった。興味本位で無料ポイントを利用したら、報

酬がもらえると誘いのメールが届き有料サイトに入ってしまった。 

最初はコンビニなどからポイント代金を振り込んでいたが、クレジ

ットカードでも支払うようになり、決済代行会社から高額請求が来た。

利用した数倍も利用した事になっていて、請求内容を見ると利用した

覚えのないサイト名もある。最初の出会い系サイト事業者から次々と

別事業者に情報が流され無断登録されたようだ。利用した分以外は支

払拒否をしたい。（３０代女性） 

安易に占いや懸賞応募サイトなどにアクセスし、個人情報

を入力するとそのデータが悪用され、思わぬ被害に遭います。 

無料ポイントからすてきな出会いがあるかのように巧みに有

料ポイントに誘導し、ポイントを使わせる手口です。 

やり取りを続けるためにクレジットカードで決済する場合が多く、

クレジット請求書には覚えのない決済代行会社名になっています。 

これは、出会い系サイトがカード会社の加盟店ではないため、決済

代行会社の存在が必要となるためです。支払に納得できない場合は、

カード会社ではなく決済代行会社に申し出ることになります。 

相談者も、決済代行会社に納得できない請求について書面で申し出

た結果返金されました。 

Ｑ 

Ａ 

子供も注意！ネット世界の誹謗中傷
 

クラスメイトから「インターネットの掲示板に変なことが

書いてあったけど、どうしたの」と聞かれて、その掲示板を

見てみた。そこには自分の氏名、住所、年齢、学校名などが

顔写真つきで公開されていた上に、「わたしと遊んで」などとワイセ

ツな書き込みがあった。私は一切知らないことだ。すぐにこの書き込

みを消してほしい。どうしたらいいか。（１０代女性） 

 

 

 

 

 

 

掲示板やブログやプロフなどへの書き込みは、インターネ

ットの匿名性と気楽さから、安易に書き込んで大きなトラブ

ルにつながる場合があります。掲示板やメールで誹謗・中傷や個人情

報を掲示された場合、『プロバイダ責任制限法』に基づきネット管理

人に対して削除を依頼したり、内容が悪質な場合は名誉毀損や侮辱罪

で警察に訴えたり、民事で損害賠償請求ができます。 

 相談者は掲示板の内容を証拠として保存し、すぐにネット管理人と

警察に申し出をしました。いろいろな手続きを踏んで、やっと掲示板

から情報が削除されました。その後交際を断られた男子生徒だと判明

しました。 

Ｑ 

Ａ 

ウィルス

チェックは

OK？

ネット社会は

自己責任

ID・パスワー

ドの管理は

大丈夫！

謙虚な気持ちと

思いやり

個人情報は

漏らさない
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ネットオークション・個人間売買 

詐欺の温床になっている？

携帯ネットオークションサイトで、売り手の評価が良

かったので海外ブランドの腕時計を20万円弱で落札し

た。メールでやり取りをし、信頼できると思い前払いで

支払った。しかし商品が約束の日までに送付されてこない。メールで

催促をしても返事が無く、住所も途中までしか分からない。オークシ

ョンサイトの運営会社に苦情を言っても「当方には落ち度がない」と

言って何もしてくれない。最初から騙すつもりだったとしか思えない。 

オークションサイトに責任はないのでしょうか？  （３０代男性） 

 

会員制インターネットサイトの個人間売買コーナーで

海外の新品ブランドバックを８万円で購入した。高額なの

で代金の一部３万円を支払い、３万円を商品と引き替えで

支払った。受け取った荷物を開けると、購入したバックではなく缶詰

や食品サンプルなどが入っていた。すぐにメールで商品が間違ってい

ると連絡をしたが、返事が来ない。住所は分かっているが本当かどう

か疑問。送付伝票に書かれていた電話番号にかけたが使われていなか

った。騙されたのだろうか。           （２０代女性） 

Ｑ1 

Ｑ2 

いつでもどこでも取引ができて、簡単、便利なモバイル

ショッピングが増加しています。 

Ｑ１はオークション雲隠れといわれ、売ると見せかけて代金を先

に振り込ませ落札した商品を渡さず消えてしまう、詐欺の手口です。 

Ｑ２はオークションとは違います。会員同士が情報交換するコ

ーナーでお互いが売買の約束をする個人間取引です。会員制であって

も安心はできません。相手は詐欺師かも知れません。      

オークションや会員制サイト運営者は情報交換の「場」の提供をして

いるだけで、基本的には発生したトラブルの責任まではとりません。 

オークションではエスクローサービス（代金を代行業者に預け

る。品物に問題がないことを確認後、代行業者が出品者に支払

う）の利用をお勧めします。詐欺は解決が難しいですが、警察に届

けるとともにオークションサイト側にも必ず連絡しておきましょう。 

 

  

者札落者品出

エスクローサービス
提供会社

　『エスクローサービスの仕組み(例）』

①入金②入金通知

③商品発送

④商品到着通知⑤入金

 

 
オークションの出品者の中には、個人のふりをしてたくさんの商品を

出して実質的には事業者と呼べる人がいます。 

経済産業省では平成１８年１月より、１度に１００点以上の出品や１

カ月に１００万円以上を出品した人、消費者トラブルが多い商品（家電

製品・パソコン用ソフト・ブランド品等）について、同一の商品を一時

点で５点以上出品している場合などは個人であっても販売事業者とみ

なすガイドラインを策定しました。販売事業者に該当する場合、特定商

取引法の第１１条に基づき表示義務を遵守しなければなりません。 

経済産業省のサイトでは違反者のＩＤを公表しています。 
経済産業省、消費生活安心ガイド（＞調べる＞執行状況） 

http://www.no-trouble.jp/search/execution/index.html 
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インターネットで購入の浴衣 

返品したら送料と振込料必要？

送料、 

振込手数料！？

インターネットで格安だったので浴衣を注文。送料込み

代金５，100円を代金引換だったのでクレジットで支払っ

た。届いた浴衣は、仕立てが雑な上、シワがひどかったの

で返品をした。返品後、販売店から送料と振込手数料を差し引き振り

込むとメールが来た。自己都合ではなく、商品の浴衣に問題があり返

品したもので送料等1,440円の負担に納得がいかない。 

（３０代女性） 

 インターネットショッピングも通信販売で、特定商取引法

の規制を受けます。ネット上の広告に返品についてできるか

できないか記載しなければなりません。返品特約と言われ、

返品についての記載がない場合、返品可能と捉えられます。平成20

年６月の特定商取引法改正で、返品について記載がない場合、８日間

の返品特約有りとみなします。（注：クーリング・オフではないので、

未使用であること、返送料は購入者負担となります） 

但し、購入した商品に問題（欠陥）がある場合は、返品送料の負担

等はありません。 

相談の浴衣の場合、商品上の問題とするには難しいケースです。 

Ａ 

Ｑ 

知ってますか？このマーク 

 

インターネットを利用している方は、次のマークを確認しましょう。 

 

オンラインマーク 

日本通信販売協会は「通信販売業にお 

ける電子商取引のガイドライン」を業 

界の自主ルールとして制定し、適切な 

取引を行うと認定された事業者に付与。    

問(社)日本通信販売協会 

オンラインマーク事務局 

℡ 03-5651-1155 

http://www.jadma.org/ost/index.html 

 

 

プライバシーマーク 

消費者のプライバシー保護のために、 

個人情報について適切な保護措置を講 

じていると認定された事業者に付与。    

問(財)日本情報処理開発協会 

プライバシーマーク事務局 

℡ 03-3432-9387 

http:// privacymark.jp/ 

 

 

鍵マーク 

クレジット番号などを入力する時、     

暗号化（SSL)がされていることを 

ステータスバーに表示してある。 
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プライバシーマーク 

消費者のプライバシー保護のために、 

個人情報について適切な保護措置を講 

じていると認定された事業者に付与。    

問(財)日本情報処理開発協会 

プライバシーマーク事務局 

℡ 03-3432-9387 

http:// privacymark.jp/ 

 

 

鍵マーク 

クレジット番号などを入力する時、     

暗号化（SSL)がされていることを 

ステータスバーに表示してある。 
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オンラインマーク

プライバシーマーク

画面右下に「鍵」マークが表示される



愛車が高値で売れたと思ったら… 

修復歴ありで減額？！

インターネットで捜した中古車販売会社に来てもらい査

定後に１２０万円で売却した。車を引渡した後に、修復歴が

あるので契約金額を３０万円減額すると連絡をしてきた。 

ドアの部品を交換していたが、査定時に質問もなかったし、修復歴

と判断されるとは思ってもいなかったので何も言わなかった。   

契約書を交わすときに再査定される場合もあると記載されていたが、

契約完了後に３０％以上の減額に納得がいかない。修復歴の定義と業

界基準を知りたい。               （２０代男性） 

(社)自動車公正取引協議会の会員店(下記プレートやステッカーを提示) 

「自動車公正競争規

約」に基づき展示中

古車の「価格」や「品

質」について適正な

表示で内容が一目で

わかるようにしてい

ます。 

「修復歴車」については、自動車公正競争規約で、平成８

年から定義を統一化しました。「車体の骨格に当たる部位を

修正・補修及び交換することにより復元されたもの」を言い、車体の

部位が定められています。 

販売店が自動車を査定する場合、（財）日本自動車査定協会が認定

した「査定士」の資格のある人が、車両チェックシートによって実施

します。価格決定の基準としては、年式、型式別に中古車市場価格を

反映した「中古車基本価格」に加減点基準により加減点し算出します。 

販売した車の下取り価格に納得できない相談者は、公正中立な立場

で査定を行う第三者機関で再査定してもらうことになりました。 

（財）日本自動車査定協会 東京都支所 03－5418－7001 

Ａ 

Ｑ 

アジサイの葉で、まさかの食中毒 
旅先の飲食店で、刺身盛り合わせを注文した。刺身のツマ

として添えられていたアジサイの葉を食べたところ、嘔吐や

めまいを起こした。見た感じは、シソの葉に似ていて、葉が

少し厚いと思った。食べてみたら苦かったがそのまま食べてしまった。

具合が悪くなったが、初めは自分の体調のせいかと思った。その後ア

ジサイの葉が原因だとわかった。          （３０代女性） 

 

 

 

料理に添えられる季節の葉や枝は「ツマモノ」と呼ばれ、

シソの他には青モミジやナンテンなどが定番で、季節感の演

出として用いられています。問題のアジサイですが、アジサ

イの葉や根には青酸配糖体と言う成分が含まれ、食べると体内の消化

酵素で分解されて有害なシアン化水素に変化します。シアン化水素は

青酸であり、死亡する可能性があります。店では、「アジサイに毒性

があるなどとは全く思いもよらなかった。申し訳なかった」という回

答でした。店は詫びて、治療費等を補償しました。珍しいものがもて

はやされる時代ですが、食べる側も食の知識を深める必要がありそう

です。 

Ｑ 

Ａ 
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会員証プレート ステッカー



愛車が高値で売れたと思ったら… 

修復歴ありで減額？！

インターネットで捜した中古車販売会社に来てもらい査

定後に１２０万円で売却した。車を引渡した後に、修復歴が

あるので契約金額を３０万円減額すると連絡をしてきた。 

ドアの部品を交換していたが、査定時に質問もなかったし、修復歴

と判断されるとは思ってもいなかったので何も言わなかった。   

契約書を交わすときに再査定される場合もあると記載されていたが、

契約完了後に３０％以上の減額に納得がいかない。修復歴の定義と業

界基準を知りたい。               （２０代男性） 

(社)自動車公正取引協議会の会員店(下記プレートやステッカーを提示) 

「自動車公正競争規

約」に基づき展示中

古車の「価格」や「品

質」について適正な

表示で内容が人目で

わかるようにしてい

ます。 

「修復歴車」については、自動車公正競争規約で、平成８

年から定義を統一化しました。「車体の骨格に当たる部位を

修正・補修及び交換することにより復元されたもの」を言い、車台の

部位が定められています。 

販売店が自動車を査定する場合、（財）日本自動車査定協会が認定

した「査定士」の資格のある人が、車両チェックシートによって実施

します。価格決定の基準としては、年式、型式別に中古車市場価格を

反映した「中古車基本価格」に加減点基準により加減点し算出します。 

販売した車の下取り価格に納得できない相談者は、公正中立な立場

で査定を行う第三者機関で再査定してもらうことになりました。 

（財）日本自動車査定協会 東京都支所 03－5418－7001 

Ａ 

Ｑ 

アジサイの葉で、まさかの食中毒 
旅先の飲食店で、刺身盛り合わせを注文した。刺身のツマ

として添えられていたアジサイの葉を食べたところ、嘔吐や

めまいを起こした。見た感じは、シソの葉に似ていて、葉が

少し厚いと思った。食べてみたら苦かったがそのまま食べてしまった。

具合が悪くなったが、初めは自分の体調のせいかと思った。その後ア

ジサイの葉が原因だとわかった。          （３０代女性） 

 

 

 

料理に添えられる季節の葉や枝は「ツマモノ」と呼ばれ、

シソの他には青モミジやナンテンなどが定番で、季節感の演

出として用いられています。問題のアジサイですが、アジサ

イの葉や根には青酸配糖体と言う成分が含まれ、食べると体内の消化

酵素で分解されて有害なシアン化水素に変化します。シアン化水素は

青酸であり、死亡する可能性があります。店では、「アジサイに毒性

があるなどとは全く思いもよらなかった。申し訳なかった」という回

答でした。店は詫びて、治療費等を補償しました。珍しいものがもて

はやされる時代ですが、食べる側も食の知識を深める必要がありそう

です。 

Ｑ 

Ａ 
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カード管理をしっかりと
 

以前量販店のクレジットカードを作り、自宅の引き出し

に保管したままずっと利用していなかった。久しぶりにそ

の店で買い物をしてカードで支払おうとしたら、利用でき

ないと告げられた。カード会社の話だと地方都市に住所変更されてい

て、キャッシングが利用され、滞納がある状況とのことだった。全く

知らない土地で、過去住んだこともないし、親戚もいない。利用して

いないのだから、支払いたくない。         （３０代男性） 

 

     
 

クレジットカードは手元にありながら、誰かによって住

所変更されて、そちらでずっと利用されていたことが、その

後の調べでわかりました。 

どうやら、カード会社からの通知文書を郵便受けから盗み、本人

に成りすましてカードを利用していたようです。督促状なども変更

先に送られていたので全く気づきませんでした。まだ犯人はわかり

ませんが、相談者の主張は認められ、請求はなくなりました。クレ

ジットカードをたくさん持っていると、管理が大変で、トラブルの

元です。 

相談者は、必要なカードを選び出して、利用しないカードは解約

することにしました。 

Ｑ 

Ａ 
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カード管理をしっかりと
 

以前量販店のクレジットカードを作り、自宅の引き出し

に保管したままずっと利用していなかった。久しぶりにそ

の店で買い物をしてカードで支払おうとしたら、利用でき

ないと告げられた。カード会社の話だと地方都市に住所変更されてい

て、キャッシングが利用され、滞納がある状況とのことだった。全く

知らない土地で、過去住んだこともないし、親戚もいない。利用して

いないのだから、支払いたくない。         （３０代男性） 

 

     
 

クレジットカードは手元にありながら、誰かによって住

所変更されて、そちらでずっと利用されていたことが、その

後の調べでわかりました。 

どうやら、カード会社からの通知文書を郵便受けから盗み、本人

に成りすましてカードを利用していたようです。督促状なども変更

先に送られていたので全く気づきませんでした。まだ犯人はわかり

ませんが、相談者の主張は認められ、請求はなくなりました。クレ

ジットカードをたくさん持っていると、管理が大変で、トラブルの

元です。 

相談者は、必要なカードを選び出して、利用しないカードは解約

することにしました。 

Ｑ 

Ａ 
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多重債務と自己破産 

ここ数年、多重債務者が激増し、自殺を考えた、職場を辞めた、

家庭崩壊など深刻化しています。負債整理の方法をまとめました。 

 

＜多重債務に陥った場合の主な解決方法＞ 

１ 任意（私的）整理 

裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に「利息制限法」等

に基づき債務整理を行います。債務者の収入の範囲で返済方法な

どを交渉します。交渉困難の場合弁護士に相談しましょう。 

２ 調停による整理 

簡易裁判所の調停委員が、債務者と債権者の間をあっせんして、

「利息制限法」等に基づき合意を成立させることで解決を図る。 

３ 個人再生（民事再生法に追加） 

定期的収入が見込めるサラリーマン等を主な対象に、３年間を

原則に払えるだけ支払い残額を免責する。個人の住宅ローンにつ

いては、住宅を維持したまま手続きできる特別条項等がある。 

４ 自己破産 

返済する見通しがまったくつかない人に、生活再建と再出発の

機会を与える最後の救済手段です。 
 

《自己破産すると》 

■居住の制限＝裁判所の許可なく居住地を離れることができない。 

■資格制限＝弁護士、公認会計士、後見人、遺言執行者、法人の

取締役・監査役、宅地建物取引業者などにはなれない。   

■住民票・戸籍には記載されず、選挙権・被選挙権は失わない。 

■破産宣告日から約７年間は信用情報機関のリストに載る。 
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クリーニングで 

浴衣の風合いがなくなった！

昨年仕立てた浴衣と、既製品の帯をクリーニングに出した

ら、浴衣は白っぽい粉がついて風合いもすっかり変わってし

まった。帯は一部分が薄くなり穴が開いたような状態になった。すっ

かり古びた感じになってしまった。クリーニング店に苦情を申し出た

が、責任逃れをして補償をしてくれない。    （２０代女性） 

 

  
 

原因究明のため専門検査機関に出すことになりました。そ

の分析結果によると、浴衣は生地の重なっている部分に「当

たりやテカリ」がみられ、その原因はプレス機による｢過圧｣

であろう。白っぽい粉は洗濯糊が付着していた」とのことでした。帯

には、全体的に「目寄れ」と一部には「凸凹」ができている。これは

ネットに入れてドライクリーニングしたのでは発生せず、商品の糸が

｢滑り易い糸｣であり「撚り戻し」が粗いため、着用摩擦に耐えず、目

寄れ等を発生させていることが明らかになりました。 

その後交渉を重ねて、浴衣は他の手仕上げクリーニング店での修正

仕上げできれいになりました。帯は販売店が交換に応じました。 

Ｑ 

Ａ 

クリーニングの賠償基準 
 

下記のマークのある店は、全国クリーニング生活衛生同業組合が作

った「クリーニング賠償基準」を目安に事故処理する店です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーニングに関して事故が発生したときは、当事者の話し合いに

より解決するのが通常ですが、その場合「クリーニング賠償基準」を

参考にして賠償額を決めるように組合はクリーニング業者を指導し

ています。 

この基準は、品物の再取得価格（同一品質程度の新品を現在購入す

るのに必要な価格）に、品物の購入後の経過月数に対応して定める補

償割合をかけて、賠償額を算定します。 

ですから、着用状態にかかわらず、購入時から年月が経てば、賠償

額は低くなります。 

また、賠償金を支払ってもらう時は、事故商品を引き渡すことにな

ります。 

なお、紛失した場合や特殊な品物で、この算定によらないときは、

ドライクリーニングの場合はクリーニング料金の４０倍、ランドリー

の場合は同じく20倍に相当する額を基準にしています。 
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クリーニング業
（Ｓマーク）

厚生労働大臣認可
標準営業約款登録店

東京都クリーニング
生活衛生同業組合

全国クリーニング生活
衛生同業組合連合会

（クリちゃんマーク） （ＬＤマーク）
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項　　目 相談・問い合わせ機関 電 話 番 号

消
費
者
相
談

消費生活一般

中央区区民部区民生活課消費生活係 ３５４３－００８４

東京都消費生活総合センター ３２３５－１１５５

架空請求１１０番 ３２３５－２４００

高齢者被害１１０番 ３２３５－３３６６

高齢消費者見守りホットライン ３２３５－１３３４

国民生活センター ３４４６－０９９９

経済産業省　消費者相談室 ３５０１－４６５７

（財）日本消費者協会 ５２８２－５３１９

（土・日専用）
（社）全国消費生活相談員協会 (週末電話相談)

３４４８－１４０９

（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 (ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞﾃﾚﾎﾝ)
５７２９－３７１１

法
律
相
談

無料法律相談
区民相談室（要予約） ３５４６－９５９０

東京司法書士会無料法律相談（要予約） ３３５３－９２０５
０１２０－３３－７１７３

有料・無料 法テラス ０５７０－０７８３７４

有料法律相談
弁護士会　霞ヶ関法律相談センター ３５８１－１５１１

弁護士会　錦糸町法律相談センター ５６２５－７３３６

多重債務（無料）
弁護士会　四谷法律相談センター（要予約） ５２１４－５１５２

弁護士会　神田法律相談センター（要予約） ５２８９－８８５０

裁  判  所
東京簡易裁判所　受付相談センター ３５８１－５２８９

東京家庭裁判所 ３５０２－８３１１ ㈹

法  務  局 東京法務局 ５２１３－１２３４ ㈹

公証役場

日本橋公証役場 ３６６６－３０８９

京橋公証役場 ３２７１－４６７７

銀座公証役場 ３５６１－１０５１

八重洲公証役場 ３２７１－１８３３

昭和通り公証役場 ３５４５－９０４５

個人情報保護
国民生活センター　（個人情報相談） ５４７５－３７１１

東京都生活文化スポーツ局広報広聴部情報公開課 ５３８８－３１６０

困ったら、すぐ相談
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項　　目 相談・問い合わせ機関 電 話 番 号

金　
　

融　
　

関　
　

係

貸金被害 東京都産業労働局金融部　貸金業対策室 ５３２０－４７７５

クレッジット・
サラ金

（財）日本クレジットカウンセリング協会 ３２２６－０１２１

（社）日本クレジット産業協会　消費者相談室 ３３５９－３００１

日本クレジットカード協会　お客様相談室 ５５６３－６５２６

日本貸金業協会　相談センター ０５７０－０５１－０５１

個人信用情報 
管理機関

全国銀行個人信用情報センター（銀行系） ０１２０－５４０－５５８

（株）シー・アイ・シー（ｸﾚｼﾞｯﾄ系） ０１２０－８１０－４１４

（株）ジャパンデータバンク（消費者金融系） ０１２０－４４１－４８１

（株）シーシービー（セントラルコミュニケーションビューロー） ０１２０－４４００－２９

銀行・証券等

全国銀行協会　銀行とりひき相談所 ５２５２－３７７２

東京都信用金庫協会 ６２２８－８５５１

東京都信用組合協会 ３５６７－６２１１

日本証券業協会　証券あっせん相談センター ０１２０－２５－７９００

（社）信託協会　　信託相談所 ０１２０－８１７－３３５

（社）投資信託協会 ５６１４－８４４０

商品取引 日本商品先物取引協会　相談センター ３６６４－６２４３

保　険

（社）生命保険協会　生命保険相談所 ３２８６－２６４８

（財）生命保険文化センター　生命保険相談 ５２２０－８５２０

（社）日本損害保険協会　そんがいほけん相談室 ０１２０－１０７－８０８

金融庁 金融サービス利用者相談室 ５２５１－６８１１

警　　　察

警視庁総合相談センター ３５０１－０１１０

ハイテク犯罪対策総合センター ３４３１－８１０９

中央警察署 ５６５１－０１１０

久松警察署 ３６６１－０１１０

築地警察署 ３５４３－０１１０

月島警察署 ３５３４－０１１０

税　務　署

日本橋税務署 ３６６３－８４５１

京橋税務署 ３５５２－１１５１

中央都税事務所 ３５５３－２１５１

困ったら、すぐ相談
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項　　目 相談・問い合わせ機関 電 話 番 号

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

電　気 東京電力（株）カスタマーセンター　 停電、電気料金等 ０１２０－９９５－００６

ガ　ス 東京ガス（株）　お客さまセンター ５７２２－０１１１

水　道 東京都水道局　千代田営業所 ５２９８－５３５１

電　話 ＮＴＴ東日本お客様相談センター ０１２０－０１９－０００

下水道
東京都下水道局　中部下水道事務所 ３２７０－８３１７

東京都下水道局　広報サービス課 ５３２０－６５１１

郵　便 日本郵便お客様サービス相談センター ０１２０－２３－２８－８６

ゴ　ミ 粗大ゴミ受付センター ５２９６－７０００

リサイクル

家電リサイクル受付センター ５２９６－７２００

中央区リサイクルハウス「かざぐるま明石町」 ３５４６－２９９１

中央区リサイクルハウス「かざぐるま箱崎町」 ３６６８－５０３７

食　

品

農林水産省
　消費者の部屋 ３５９１－６５２９

　食品表示　１１０番 ０４８－７４０－００９０

農産物 ＪＡ全農お客様相談窓口（米） ３２４１－８８０９

健康食品 （財）日本健康・栄養食品協会　「健康補助食品相談室」 ３２６８－３２９５

保　健　所

中央区保健所 ３５４１－５９３６

日本橋保健センター ３６６１－３５１５

月島保健センター ５５６０－０７６５

医療・クスリ

（財）日本中毒情報センター　　中毒１１０番 ０７２－７２７－２４９９

医薬品医療機器総合機構　　くすり相談 ３５０６－９４５７

（社）日本薬剤師会　　消費者薬相談窓口 ３３５３－２２５１

東京都医療機関案内サービス　　ひまわり ５２７２－０３０３

東京都　　患者の声　相談窓口 ５３２０－４４３５

高　齢　者

京橋おとしより相談センター（地域包括支援センター） ３５４５－１１０７

日本橋おとしより相談センター（地域包括支援センター） ３６６５－３５４７

月島おとしより相談センター（地域包括支援センター） ３５３１－１００５

中央区社会福祉協議会「すてっぷ中央」 ３２０６－０５６７

女 性 相 談

中央区福祉保健部子育て支援課 ３５４６－５３５０

中央区女性センター　　ブーケ２１（要予約） ５５４３－０６５３

東京ウィメンズプラザ ５４６７－２４５５

東京都女性相談センター　 ５２６１－３１１０

困ったら、すぐ相談
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項　　目 相談・問い合わせ機関 電 話 番 号

販　
　

売

訪問販売 （社）日本訪問販売協会　　訪販１１０番 ３３５７－６０１９

通信販売 （社）日本通信販売協会　　通販１１０番 ５６５１－１１２２

インターネット 有限責任中間法人　ＥＣネットワーク　
メール相談のみ　http://www.ecnetwork.jp/

広　　　　告 （社）日本広告審査機構 ３５４１－２８１１

通信サービス

総務省　電気通信消費者相談センター ５２５３－５９００

総務省　地上デジタルテレビ放送受信相談センター ０５７０－０７－０１０１
情報処理推進機構セキュリティセンター
コンピュータウイルス１１０番
http://www.ipa.go.jp/security/

５９７８－７５０９

不動産・住宅

東京都都市整備局　　賃貸ホットライン ５３２０－４９５８

東京都不動産取引特別相談室（予約受付） ５３２０－５０１５

（財）不動産適正取引推進機構 ３４３５－８１１１

（財）マンション管理センター ３２２２－１５１７

（財）住宅リフォーム紛争処理支援センター ３５５６－５１４７

引越・運輸

（社）東京都トラック協会 ３３５７－３８８１

ひっこし１１０番 ３２５６－８１１０

（財）東京タクシーセンター　苦情・忘れ物 ３６４８－０３００

自　動　車

（社）自動車公正取引協議会　　消費者相談室 ３５５６－９１７７

（社）日本自動車販売協会連合会　　自動車相談窓口 ５７３３－３１００

（社）日本中古自動車販売協会連合会　 ５３３３－５８８１

日本自動車輸入組合 ５７６５－６８１１

旅　　　行

（社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ） ３５９２－１２６６

（社）全国旅行業協会（ＡＮＴＡ）東京都支部 ５２６１－５３１１

外務省　海外安全相談センター ５５０１－８１６２

家 電 製 品 （財）家電製品協会　消費者相談室 ３４３１－６０８０

労 働 相 談 東京都労働相談情報センター(飯田橋)ロードー１１０番 ５２１１－２３４６

事業所相談
（財）東京都中小企業振興公社（東京都中小企業支援センター） ３２５１－７８８１

東京商工会議所　ビジネスサポートデスク　 ３２８３－７７００

困ったら、すぐ相談
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製造物責任に関する相談窓口
名　　称 取扱項目 電話番号 フリーダイヤル

医療品ＰＬセンター 医薬品（医薬部外品を含む） ０１２０－８７６－５３２

化学製品ＰＬ相談センター 化学製品（化粧品、食品等は除く） ３２９７－２６０２ ０１２０－８８６－９３１

日本化粧品工業連合会
化粧品 （薬用化粧品、育毛剤、除毛剤、てん
か粉剤、脇臭防止剤などの医薬部外品を含)

５４７２－２５３０

日本ホームヘルス機器協会 家庭用健康治療器、健康管理機器 ５８０５－６１３１ ０１２０－７４４－７１４

家電製品ＰＬセンター 家電製品 ３４３３－８０８１ ０１２０－５５１－１１０

ガス石油機器ＰＬセンター ガス石油機器 ０１２０－３３５－５００

消費生活用製品ＰＬセンター
消費生活用製品（乳幼児用品、家具・家庭・
厨房用品、スポーツ・レジャー用品、高齢者
用品、自転車、喫煙具等)

５８０８－３３０３ ０１２０－１１５－４５７

生活用品PLセンター
家具、硝子製品、食卓、台所製品、プラス
チック製品、文房具、玩具、 釣具、運動具、
装身具、靴、楽器等

０１２０－０９０－６７１

住宅リフォーム紛争処理支援
センター（住宅部品PLセンター）

住宅部品のあっせん、調停（ドア、キッチン
システム、浴室ユニット、サッシ、建材等）

３５５６－５１４７

（財）ベターリビング　　　　
住宅部品（ドア、サッシ、手すり、インテリ
ア、階段、ガレージ、物置、郵便受等）

５２１１－０６８０

(社)日本建材住宅設備産業協会 建材 ５６４０－０９０１

WACOAカスタマセンター 壁装・内装 ３４０３－７８９７

日本塗料工業会 塗料 ３４４３－２０１１

防災製品ＰＬセンター

防災製品 (消火器、スプリンクラー設備、自
動火災報知設備等の消防用設備・機器、防災
物品・製品、消防用服装装備品、危険物容
器、ガソリン計量機等）

０１２０－５５３－１１９

(社)日本玩具協会 玩具 ３８２９－２５１３

（社）日本煙火協会 花火 ５６５２－７８５５

（財）自動車製造物責任相談センター
自動車、二輪自動車、原動機付自転車および
その部品、用品

０１２０－０２８－２２２

プレジャーボート製品相談室

プレジャーボート及びその関連製品
(モ ー タ ー ボ ー ト、 ヨ ッ ト、 パ ー ソ ナ ル
ウォータークラフト、船外機（機関）、航海
機器、ディーゼルエンジン（機関））

０１２０－３５６－４４１



悪質商法の被害がおきています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな人は、だまされないように要注意 

① その場の雰囲気に流されやすい人 

② 「断ったら相手に悪い」と思ってしまう人 

③ 「だまされるのは自分が悪い」と思いこんでしまう人 

④ 相談できる友人や知人がいない人 

⑤ 一度被害にあった人（別の業者から狙われやすい） 

⑥ 「自分は大丈夫」と思いこんでいる人 



消費者相談専用ダイヤル
3543-0084

中央区区民部区民生活課

平日 ９時～16時

困ったら、すぐ相談

2008.10 
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